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６月定例会

行田市税条例の一部を改正する条例など
11議案を可決・同意

　６月定例会には、
市長提出議案 11件
が提出され、すべて
の案件を原案のとお
り可決・同意するとと
もに、諮問３件を適
任としました。
　主な議案の内容は
次のとおりです。

議 場 風 景（６月定例会）

問答

税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
う
、
し
尿

処
理
手
数
料
の
見
直
し
を
行
う
た

め
、
条
例
の
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。

○
行
田
市
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例	

（
原
案
可
決
）

　

法
令
の
改
正
に
伴
い
、
災
害
援

護
資
金
貸
付
制
度
の
見
直
し
が
行

わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
市
に
お

い
て
も
年
３
％
の
災
害
援
護
資
金

貸
付
の
貸
付
利
率
に
つ
い
て
、
保

証
人
を
立
て
る
場
合
は
無
利
子
、

保
証
人
を
立
て
な
い
場
合
は
年
１

％
と
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

〔
主
な
質
疑
〕

　
　

条
例
改
正
を
必
要
と
す
る
理

由
は
。

　
　

国
の
法
令
改
正
の
趣
旨
を
踏

ま
え
、
よ
り
低
い
利
率
を
設
定
す

る
こ
と
や
保
証
人
を
立
て
ら
れ
な

い
場
合
で
も
貸
し
付
け
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
被
災
者

支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
で
あ
る
。

　
　

保
証
人
を
立
て
た
場
合
の
償

還
期
間
及
び
据
置
期
間
は
。

　
　

償
還
期
間
は
、
据
置
期
間
を

含
め
て
10
年
間
、
据
置
期
間
は
３

年
間
で
あ
る
。

○
行
田
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例	

（
原
案
可
決
）

○
行
田
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例	

（
原
案
可
決
）

　

法
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
改
正

点
は
、
①
個
人
市
民
税
の
申
告
書

の
記
載
事
項
を
簡
便
な
記
載
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も

の
、
②
単
身
児
童
扶
養
者
に
該
当

す
る
場
合
の
給
与
所
得
者
及
び
公

的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等

申
告
書
に
記
載
事
項
を
追
加
す
る

も
の
、
③
単
身
児
童
扶
養
者
の
個

人
市
民
税
の
非
課
税
措
置
を
追
加

す
る
も
の
、
④
軽
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
の
税
率
に
つ
い
て
、
臨

時
的
に
１
％
分
の
軽
減
措
置
を
図

る
も
の
、
⑤
軽
自
動
車
税
の
種
別

割
の
税
率
の
特
例
に
つ
い
て
、
追

加
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
で
す
。

〔
主
な
質
疑
〕

　
　

単
身
児
童
扶
養
者
の
非
課
税

措
置
を
追
加
し
た
目
的
は
。

　
　

子
ど
も
の
貧
困
に
対
応
す
る

た
め
、
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を

受
け
て
お
り
、
前
年
度
の
合
計
所

得
金
額
が
１
３
５
万
円
以
下
で
あ

る
ひ
と
り
親
に
対
し
、
個
人
住
民

税
を
非
課
税
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

軽
自
動
車
の
環
境
性
能
割
に

対
す
る
改
正
の
目
的
と
時
限
措
置

と
し
た
理
由
は
。

　
　

消
費
税
率
の
10
％
へ
の
引
き

上
げ
に
よ
る
消
費
の
反
動
減
対
策

と
し
て
、
本
年
10
月
１
日
か
ら
来

年
９
月
30
日
ま
で
の
１
年
間
を
特

定
期
間
と
し
て
、
期
間
内
に
取
得

し
た
自
家
用
軽
自
動
車
の
環
境
性

能
割
の
税
率
を
１
％
分
軽
減
す
る

も
の
で
あ
る
。

○
行
田
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例	

（
原
案
可
決
）

　

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
専
門
職
大
学
の
制
度
が
創
設

さ
れ
た
た
め
、
市
が
設
置
す
る
一

般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
置
く
技
術

管
理
者
の
資
格
基
準
に
専
門
職
大

学
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
消
費

市
　
長
　
提
　
出
　
議
　
案

条　例

税
制
改
正
に
伴
う

　
　
条
例
の
改
正
等

電気自動車

問答

問問 答答


